
風間浦鮟鱇
かざまうらあんこう

のロゴマーク及びイメージキャラクター募集要領 
 
 
１ 趣 旨 
  風間浦村では、鮟鱇が活きたまま水揚され超新鮮な状態で出荷されます。このような新鮮な鮟鱇の 
 イメージアップを図るためにロゴマーク及びイメージキャラクターを全国へ募集し、地域イベント等

への活用を通して、知名度向上を図るとともに風間浦村産鮟鱇のブランド化を推進します。 
 
２ 募集概要 

それぞれの最優秀作品は、風間浦村（ゆかい村鮟鱇ブランド化戦略会議）が発行するポスター、パ

ンフレット等に使用するほか、村内の各種団体、事業者が印刷、製造、販売する各種印刷物等にも使  
用できるものとし、風間浦村産鮟鱇のイメージアップを図るために広く活用いたします。 

 
３ 「ロゴマーク」・「イメージキャラクター」の考え方 
  風間浦村産鮟鱇のブランドデザインとなるロゴマーク等を定める事により、風間浦村産鮟鱇のイメ

ージを向上させ、統一感のある風間浦村産鮟鱇を発信します。 
  また、デザインロゴマーク等を最大限に活用し当村において出荷、生産された産品・サービスの付

加価値を高め風間浦村産鮟鱇ブランドの確立を図ります。 
 
４ 募集内容 
  「ロゴマーク」と「イメージキャラクター」の２部門について募集します。 
 （１）「ロゴマーク」部門 

① 「風間浦鮟鱇
かざまうらあんこう

」という文字を入れて「ロゴマーク」にして下さい。なお、「風間浦鮟鱇
かざまうらあんこう

」と

いう表記は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字のいずれを使用（混用）しても構いませ

ん。 
② 風間浦村で水揚される鮟鱇が超新鮮なものである事をイメージさせるデザインであること。 
③ 作品はカラー、単色のいずれでも構いませんが、単色で使用される場合も想定してください。 
④ 最小使用サイズは「２ｃｍ×２ｃｍ」程度を予定していますので、同サイズでも見やすく分

かりやすいものとしてください。 
 
 （２）「イメージキャラクター」部門 
   ① 風間浦村産鮟鱇をイメージさせ親しみやすいもの。 

 ② 作品はカラー、単色のいずれでも構いませんが、単色で使用される場合も想定してください。 
   ③ 風間浦村で水揚される鮟鱇が超新鮮なものである事をイメージさせるデザインであること。 
 
 （３）各部門共通 
   ① 応募にあたっては、個人・団体を問いません。 

② １個人・１団体での複数の応募を可能とし、この場合１枚の用紙に１デザインとすること。 
③ デザイン画は、コンピュータグラフィック、手書き等描画手法は問いません。 
④ コンピュータで作成し提出するデザインについては、ＰＤＦかＪＰＧで閲覧可能であること。 

 
５ 応募資格 
  個人・団体等を問いません。 
 
６ 応募手順 
（１） 応募書類 風間浦村産鮟鱇のロゴマーク・イメージキャラクター応募用紙 

※  別紙様式 風間浦村ホームページからもダウンロードできます。 
 

（２） 応募方法 郵送、持参、電子メールのいずれかを下記宛先までお送りください。 
※電子メールの場合は、応募用紙に作品と必要事項を記載の上、下記メールアドレスへお送

り下さい。（件名は、【ロゴマーク応募】又は【イメージキャラクター応募】として下さい。） 
なお、添付するファイルはＷｏｒｄ形式、ＰＤＦ形式のいずれかとして下さい。また、応募

作品のサイズは、原則１点につき１MB 以内とします。 
 
 
 



（３） 応 募 先 ゆかい村鮟鱇ブランド化戦略会議（事務局：青森県風間浦村産業建設課） 
・ 〒 ０３９－４５０２ 青森県風間浦村大字易国間字大川目２８―５ 
・ メールアドレス ： info@kazamaura.jp 

  
（４） 応募期限  平成２２年８月２日（月）～平成２２年９月３０日（木）必着 

          （郵送は当日消印有効） 
   
７ 選  考 
    ゆかい村鮟鱇ブランド化戦略会議において審査を行ない、各部門の最優秀賞及び優秀賞を選定

します。    
 
８ 賞  金 
 （１）「ロゴマーク」・「イメージキャラクター」各部門共通 
    最優秀賞 ：１５万円（各部門１点） 
    優秀賞  ：風間浦村産特産品１万円相当（各部門３点） 

※ １作品の作成者が複数の場合は、作成者の数に応じて賞金を分割します。 
※ 賞金受賞者が高校生以下の場合は、保護者の方に賞金を代理授与します。 

 
９  その他 
 （１）応募作品は、未発表かつ自作の作品に限ります。 
 （２）応募作品は返却いたしません。 
 （３）応募用紙に記載出来ない場合は、Ａ４版の大きさ以内で別途提出してください。但し、応募様

式記載事項は記入願います。また、制作意図・考え方を作品の説明欄にご記入願います。 
 （４）応募作品の知的財産権等に関わる問題が発生した場合は、全て応募者の責任となります。 
 （５）最優秀作品の知的財産権・肖像権・著作権・使用権等一切の権利は風間浦村に帰属するものと

します。 
 （６）最優秀作品は、必要に応じてデータの提出を求める場合があります。なお、一部修正、補作し

て使用する場合もあります。 
 （７）入選作品の決定・発表は、平成２２年１０月末頃を予定しています。また最優秀賞者には「ゆ

かい村鮟鱇まつりオープニングセレモニー」への出席を依頼する場合もあります。 
 （８）入選作品の作成者には直接通知いたします。また入選作品は風間浦村ホームページでも発表し

ます。（個々の入選結果の問合せには、お答えできません。） 
 （９）賞金には、所得税が係る場合があります。詳しくは最寄の税務署へお問合せ下さい。 
 （10）審査の結果、最優秀作品が選定されない場合もあります。 
 （11）応募者の個人情報は、本募集にかかる事務以外には使用しません。  
 
１０ 問合せ先 
     住  所：〒039-4502  青森県下北郡風間浦村大字易国間字大川目 28‐5 
   名  称：ゆかい村鮟鱇ブランド化戦略会議（事務局：青森県風間浦村 産業建設課）  
   電話番号：0175‐35‐2111  FAX 番号：0175‐35‐2403 
   メ ー ル：info@kazamaura.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


